
令和8年 5月1日現在

介護老人保健施設ソピア御殿山  利用料金表（訪問リハビリテーション・予防訪問リハビリテーション）

■基本料金（訪問1回20分につき）

1割負担 円

2割負担 円

3割負担 円

■算定加算項目

単位数

6 7 円 14 円 20 円

200 222 円 444 円 666 円

200 222 円 444 円 666 円

-50 -56 円 -111 円 -167 円

■基本料金（訪問1回20分につき）

1割負担 円

2割負担 円

3割負担 円

■算定加算項目

単位数

6 7 円 14 円 20 円

200 222 円 444 円 666 円

-50 -56 円 -111 円 -167 円

-30 -34 円 -67 円 -100 円

要介護１～５

342                         

684                         

1,026                      

自己

負担額

1割 2割 3割 内 容

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）/訪問回数 勤続７年以上の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が直接リハビリを提供した場合

訪問リハビリ計画未実施減算/訪問回数 当該指定訪問リハビリテーション施設の医師が診療を行っていない利用者に対して訪問リハビリテーションを行った場合

短期集中個別リハビリテーション実施加算 /日
退院日・認定日から起算して1ヶ月まで1週間におおむね2日以上20分以上、

退院日・認定日から起算して3ヶ月まで1週間におおむね2日以上1日40分以上リハビリを実施した場

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 /日

精神、神経内科又は認知症に対するリハビリテーションの研修を終えた医師が判断した利用者にお

いて

療法士が退院（所）日又は設定日から起算して３月以内において集中的なリハビリテーションを個

別に

自己

負担額

要支援１・２

331                         

662                         

993                         

1割 2割 3割 内 容

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）/訪問回数 勤続７年以上の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が直接リハビリを提供した場合

訪問リハビリ計画未実施減算/訪問回数 当該指定訪問リハビリテーション施設の医師が診療を行っていない利用者に対して訪問リハビリテーションを行った場合

利用開始12ケ月経過した場合の減算/訪問回数 利用を開始した日の属する月から起算して１２月を超えた場合

短期集中個別リハビリテーション実施加算 /日
退院日・認定日から起算して1ヶ月まで1週間におおむね2日以上20分以上、

退院日・認定日から起算して3ヶ月まで1週間におおむね2日以上1日40分以上リハビリを実施した場


